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令和５年 第５回 美濃市教育委員会定例会 会議録 

 

１ 会議の日時 

開会 令和５年４月２７日（木）午後 ２時００分 

   閉会 令和５年４月２７日（木）午後 ３時００分 

 

２ 会議の場所 

   美濃市教育委員会 会議室 

 

３ 会議に出席した委員 

教育長          島田昌紀 

職務代理者        中島正憲  

   教育委員         長瀬秀子 

教育委員         別府徹也（保護者委員） 

 

４ 議案説明のため出席した職員 

事務局長兼教育総務課長  髙橋保雄 

   学校教育課長       芝田純也 

   人づくり文化課長     曽貝和人 

 

５ 会議録記載のため出席した職員 

教育総務課長補佐     河合健成 

  

６ 会議の傍聴者 

０名 

 

７ 議事日程 

○島田教育長 

 ただいまから、令和５年第５回美濃市教育委員会定例会を開会します。 

 私の方からいくつかお伝えしたいことがあります。お手元にあります室報をご覧く

ださい。これは学校職員向けの広報の様なものになります。４月７日に各学校に配布

されています。中を開いていただきますと、私からお伝えしたいことが書いてありま

す。自分で何とかする力といつも言うんですが、学校を大きく見直していかないとい

けないということがここに書いてあります。これまで教育委員の皆さんにもお伝えし

てきていることなので、特段変わったことではないですが、これからの美濃市の教育

を考えていかないといけない、これを根拠にして学校についてはこういうことをやっ

ていかないといけないということが書いてあります。 

 １１の課題とありますが、多くが学習指導要領に書いてある内容で、美濃市だけで
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そういったことをするというものではありません。この１１の課題を今年度の取り組

みの課題として考えています。これから基本的には毎回進捗状況を定例会でご報告し

ていきます。既に進捗があり、ここから始める学校の未来プロジェクト美濃と名前を

つけていますが、その一環として制服の問題や部活動の地域移行があります。そうい

う位置付けです。 

進捗状況として、４月２１日に岐阜大学医学部の加藤善一郎先生（岐阜大学大学院

医学系研究科教授（小児科学））をアドバイザーに委嘱をいたしました。１年更新と

なっておりますが、３年間は継続したいという思いです。 

内容は何かというと、大きく分けて研修と相談の二つあります。 

 研修は教職員向けと保護者向けとを行う予定で、既に教委職員向けは全教職員を対

象として行いました。メディアからの取材もありましたが、医療と教育の連携という

のは例がなく、全国初かもしれません。 

 今までの不登校対策というのは登校刺激を与えるといいとか与えない方がいいと

か、校内にフリースクールのようなものをおいた方がいいとか、相談ができるように

カウンセラーをおいた方がいいとか、そういう話が多かったのですが、学校の中に子

どもたちに息苦しさを感じさせる指導があるのではないかということを加藤先生は

言われました。このことは加藤先生の著書でも知っていましたが、私たちの学校教育

に一石を投じるということで、私自身も宿題をガンガンだしたり、全員の力で何とか

達成しようとやってみたり、一生懸命やってきたのですが、そういったことにはかな

り否定的な方で、そういうことをやりすぎることによって子どもたちがだんだんと息

苦しさを感じていくようになるという、これもやり方にもよると思いますが、そうい

ったお話もあり、見直さないといけないよねというような職員の反応が多かったです。

もちろん中には、子どもたちに学力をつけるにはどうしたらいいのかとか、今までの

ことを全否定されたようだとかいったような意見もありました。ただ、これだけ不登

校が増えてきていて、いじめも増えていて、最近ではチャットＧＰＴのようなものが

出現してくるなど、時代が変化している中で、今までの教育をそのままやっていてい

いわけはないと思います。その中でここから始める学校の未来プロジェクト美濃とい

うことの一環の第一回目ということになります。 

 職員研修については、中堅・若手対象の研修を７月２１日に行います。保護者向け

については基本的に全てのＰＴＡ総会または参観日に加藤先生が出向いて講話をし

ていただきます。保護者向けにもこういう対応をするといいということ、または学校

の指導についてはこのように考えていますといったことを話されると思います。最初

が４月２８日の美濃中学校から始まり、７月７日にかけて市内各小中学校７校で行い

ます。例えばドリル３回やるというのがおかしいのではないかという提言もされおり、

保護者にも話されると思いますので、学校ではできなくなります。ですからそういっ

た意味では学校としても考えなければいけない時期にきているのかと思います。 

 ２点目の相談活動についてですが、保護者の相談機会を年間７回とります。登校を

渋っている、あるいは既に不登校になっていて家でこんな状態で困っているといった
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相談にのっていただきます。いわゆる朝起きられないのは怠けであるとかサボりとい

ったことではなく、起立性調節障害という病気かもしれないといったような話も含め

て相談をしていただきます。 

 職員のほうも同様に不登校の子に対する接し方の相談があるとか、保健室での対応

についてとかいったような相談についてもオンラインを中心として、保護者の相談に

空きがあれば面談も行いますが、１年間をかけて取り組んでいきます。これによって

学校でこれまで当たり前であったことの見直しもある程度進むと思います。それに加

えて、５月２日に職員研修で職員全員を対象として工藤勇一先生にオンラインですが

講演をしていただきます。継続的にみていただくということで、８月にも別の研修を

いただく予定をしています。第３回までお願いするということで進めています。工藤

先生は簡単にいうと、固定担任制を廃止したとか、服装指導を辞めたとかいった、学

校での多くの教育改革を進めておられます。その方からもお話をいただくということ

で話を進めています。 

 新制服については、業者に仕様書を送っており、参入業者が複数あればその中から

事業者を選定していくということになります。 

 未来の美濃市の教育を考える検討会につきましては、人選中ですが、ＰＴＡから１

人、自治会から１人といったように、こちらが思っている人を選ぶという事ではなく、

幅広く１０名程度をお願いしようと考えています。 

 今後は保護者アンケートや地域住民の声を聞く会を実施する予定です。検討会メン

バーの研修、意見を聞いてから検討会をおこなっていきます。 

 部活動の地域移行についてですが、市教委と学校管理職により構成する準備委員会

を連休明けに行います。準備委員会では具体的な進め方を検討していただきます。そ

の後推進委員会、これは外部の方も含めて行いますが、人選中です。何とか令和６年

度の移行を目指しています。 

 学校選択制の導入についてですが、教育委員会規則の変更で大丈夫という事ですの

で、現在変更案の作成中です。５月の定例会で中身を具体的に説明させていただき、

６月議会での説明を目指します。７月の学校基本調査で保護者の希望を調査する必要

があるので、６月議会での説明が必要になります。選択出来るとはいっても、毎年学

校を変えて選択できるということではありませんので、基本的には小１、中１で入る

時に選べるというように考えています。ただ、通学方法をこちらで保証してくれとい

うのは無理なので、基本的には保護者の送迎という形になります。 

 地域学校協働本部の立ち上げについて、地域学校協働活動推進委員の育成研修に１

名参加していただくことが決まっています。今後地域学校活動研修会や職員向けの研

修会が予定されており、それに対して募集をかけているところです。 

 こういったことについて今後取り組んでいきたいと考えていますので、色々とご意

見をいただきたいと思います。 

以上です。 
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〇島田教育長 

次に、「諸般の報告」及び「教育委員会後援等名義使用許可」については、報告等

を省略させていただき、議案集をご覧いただいた中でご質問等がございましたら、お

受けさせていただきますがいかがでしょうか。 

 

〇島田教育長 

無いようですので、日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名委員の選出ですが、本日の会議録署名委員に長瀬委員を指名

させていただきます。よろしくお願いします。 

 

〇島田教育長 

  次に、日程第２ 会期の決定ですが、本会議の会期は、本日１日間とします。 

 

〇島田教育長 

  日程第３ 議事に移ります。 

最初に、議第１６号「美濃市社会教育委員の委嘱について」を議題とします。 

  事務局からの説明を求めます。 

 

〇曽貝人づくり文化課長 

  美濃市社会教育委員の委嘱について 

  議案集に基づいて説明 

 

〇島田教育長 

  ただいま、事務局から説明がありました議第１６号について、ご意見、ご質問等は

ありませんか。 

 

〇島田教育長 

それでは、議第１６号「美濃市社会教育委員の委嘱について」を原案のとおり決定

してよろしいでしょうか。 

 

○委員 

  異議なし 

 

○島田教育長 

ご異議がないようですので、議第１６号は原案のとおり決定します。 

 

〇島田教育長 

日程第４、報告事項に移ります。 
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最初に、報告事項１「市内学校歯科医の解嘱及び委嘱について」、事務局からの報

告を求めます。 

 

〇芝田学校教育課長 

  市内学校歯科医の解嘱及び委嘱について 

  資料に基づいて報告 

 

○島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました「報告事項１」について、ご意見、ご質問

等はありませんか。 

 

○委員 

  質問等なし 

 

〇島田教育長 

  それでは次に、報告事項２「学校運営協議会委員の解任及び任命について」、事務

局からの報告を求めます。 

 

○芝田学校教育課長 

  学校運営協議会委員の解任及び任命について 

  資料に基づいて報告 

 

○島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました「報告事項２」について、ご意見、ご質問

等はありませんか。 

 

○委員 

  質問等なし 

 

〇島田教育長 

  それでは次に、報告事項３「美濃市不登校対策事業実施要項について」、事務局か

らの報告を求めます。 

 

○芝田学校教育課長 

  美濃市不登校対策事業実施要項について 

  資料に基づいて報告 

 

○島田教育長 
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  ただいま、事務局から報告がありました「報告事項３」について、ご意見、ご質問

等はありませんか。 

 

〇島田教育長 

以上で本日提出しました全ての議事が終わりましたが、事務局からは他に何かあり

ますか。（なし） 

 

〇島田教育長 

  日程では以上でございますが、定例会の進め方等について、委員の皆さんからご意

見、ご質問等を受けさせていただきます。 

 

〇島田教育長 

  特にない様ですので、ここまでとさせていただき、次回５月の第６回定例会の日程

について、事務局から説明させていただきます。 

 

〇髙橋事務局長兼教育総務課長 

５月の定例会 

   ５月２５日（木）午後２時００分～  

美濃市教育委員会 会議室で調整 

   

〇島田教育長 

それでは、５月の第６回定例会は５月２５日（木）午後２時００分から、教育委員

会会議室で開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、令和５年第５回美濃市教育委員会定例会を閉会します。ありが

とうございました。 

 

 

 

美濃市教育委員会 

     

教 育 長 

 

 

会議録署名委員 

  

     委   員 


